
平成  年  月  日  

関係保護者 様 

千葉県立君津青葉高等学校長  根本 進 

 

学校感染症による出席停止について（お願い） 

 

 時下、皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、日ごろからお子様の健康管理について、

御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。  

さて、学校では感染症の流行を防ぎ、生徒の健康を守るため、お子様が以下に記す法定感染症にかかっていると

思われる場合、主治医の定める期間「出席停止」となります。（学校保健安全法による） 

つきましては、主治医から登校の許可が出るまで、医療機関または自宅にて療養していただきますので、自己判

断により治癒したものとして、登校することがないようお願いいたします。 

また、登校する際には、別紙「治癒証明書」を主治医に書いていただき、担任に御提出ください。 

 

種別 病 名 出席停止となる期間 

第 

一 

種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 

痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病 

ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア 

重症急性呼吸器症候群 

（病原体がペストSARS コロナウイルスであるものに限る） 

鳥インフルエンザ 

（A ウイルスであってその血清亜型が H５N1 であるものに限る） 

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 

治癒するまで 

第 

二 
種 

インフルエンザ 
発症してから５日、かつ、解熱後２日を

経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後、３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふく） 耳下腺の腫脹が消失するまで 

風疹（三日ばしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱（プ－ル熱） 
発熱、結膜炎などの主要症状が 

消失した後２日を経過するまで 

結核 
学校医その他の医師において 

感染のおそれがないと認めるまで 

第 

三 

種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎、その他の感染症（感染性胃腸炎、溶

連菌感染症など） 

学校医その他の医師において 

感染のおそれがないと認めるまで 

 

担当               

養護教諭 石井 麻衣      
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（学校記入欄） 

 

 

 

治 癒 証 明 書 
 

 

千葉県立君津青葉高等学校 

 

氏名           

 

 

疾 患 名 

 

 

出席停止期間  平成  年  月  日  ～  月  日 

 

 

 上記疾患はほぼ治療し、他に感染のおそれなく、登校しても差し支え

ないものと認める。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

医療機関名               

 

医療機関住所               

 

医 師 名             印 




